
特 定 非 営 利 活 動 法 人  さか え会

定   款

第 1章  総  則

第 1条 (名称)
この法人は、特定非営利活動法人さかえ会という。

第 2条 (所在地)
この法人は、主たる事務所を東京都中央区八丁堀三丁目9番 10号に置く。
更に、神奈川県横浜市金沢区並木―丁目10番 14-101に も事務所を置く。

第 2章  目的及び事業

第 3条 (目的)
この法人は、高齢者 。障害者の療養者及び他の自立生活支援を必要とする人々に対

して医療 (在宅医療含む)、 療育、教育等々の自立生活支援に関する事業を行い、

地域での自立した生活と自己実現による豊かで快適な生活環境の創造に寄与するこ

とを目的とする。

第4条 (特定非営利活動の種類)
この法人は、前条の目的を達成するために次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。

(1)保健、医療又は福社の増進を図る活動

(2)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

第 5条 (事業)
この法人は、第 3条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1)在宅医療の促進に関する事業

(2)障害者への療育及び生涯教育の事業

(3)介護保険法に基づく居宅サービス事業、介護予防サービス事業、介護予防支援事

業、居宅介護支援事業

(4)介護保険法に基づく施設サービス事業、地域密着型サービス事業

(5)障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業、相談支援事業及び地域生活支援

事業

(6)その他目的を達成するために必要な活動及び事業

第 3章  会   員

第6条 (種別)
この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法 (以下

「法」

という。)上の社員とする。
(1)正会員  この法人の目的に賛同して入会し、活動に参加する個人
(2)賛助会員 この法人の目的に賛同して、その事業の促進に協力する個人及び団体



第 7条 (入会)
会員の人会について、特に条件は定めない。

2正会員になろうとする者は、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し
込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。

3理事長は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもっ
て本人にその旨を通知しなければならない。

第 8条 (入会金及び会費)
会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

第 9条 (会員の資格の喪失)

会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1)退会届の提出をしたとき。

(2)本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。

(3)継続して 1年以上会費を滞納したとき。

(0除名されたとき。

第 10条 (退会)
会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することがで

きる。

第 11条 (除名)
会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名する

こと

ができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければなら

ない。

(1)こ の定款等に違反したとき。

(2)こ の法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

第4章  役   員

第 12条 (種別及び定数)
この法人に次の役員を置く。

(1)理事 3人以上 15人以内
(2)監事 1人以上 2人以内
2理事のうち、 1人を理事長、1人を副理事長とする。

第 13条 (選任等)
理事は理事会、監事は総会において選任する。

2理事長、副理事長は、理事の互選とする。
3役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族
が 1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役

員の総数の 3分の 1を超えて含まれることになってはならない。

4法第 20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。
5監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。

第 14条 (職務)
理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。

2副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、
その職務を行う。
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3理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会又は理事会の議決に基づき、こ
の法人の業務を執行する。

4監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。

(2)こ の法人の財産の状況を監査すること。

(3)前 2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法

令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総

会又は所轄庁に報告すること。

(0前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若

しくは理事会の招集を請求すること。

第 15条 (任期等)
役員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

2補欠のため、又は増員によつて就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任
者の任期の残存期間とする。

3役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行
わなければならない。

第 16条 (欠員補充)
理事又は監事のうち、その定数の 3分の 1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこ

れを補充しなければならない。

第 17条 (解任)
役員が次の各号の一に該当するに至つたときは、理事は理事会、監事は総会の議決

により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決の前に弁

明の機会を与えなければならない。

(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。

(2)職務上の義務連反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

第 18条 (報酬等)
役員は、その総数の 3分の 1以下の範囲内で報酬を受けることができる。

2役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3前 2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

第 5章  総   会

第 19条 (種別)
この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

第 20条 (構成)
総会は、正会員をもって構成する。

第21条 (機能)
総会は、以下の事項について議決する。

(1)定款の変更

(2)解散及び合併

(3)事業計画及び予算に関する事項

(4)事業報告及び決算に関する事項

(5)監事の選任及び解任に関する事項
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(6)会員の除名に関する事項

(7)その他この法人の運営に関する重要事項

第22条 (開催)
通常総会は、毎年 1回開催する。

2臨時総会は、次の各号の一に該当する場合開催する。
(1)理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。

(2)正会員総数の 5分の 1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招

集の請求があったとき。

(3)第 14条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

第 23条 (招集)
総会は、前条第 2項第 3号の場合を除き、理事長が招集する。

2理事長は、前条第 2項第 1号及び第 2号の規定による請求があったときは、その日
から20日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は
電磁的方法により、少なくとも5日 前までに通知しなければならない。

第24条 (議長)
総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

第 25条 (定足数)
総会は、正会員総数の2分の 1以上の出席がなければ開会することができない。

第26条 (議決)
総会における議決事項は、第23条第 3項の規定によつてあらかじめ通知した事項

とする。ただし、緊急の場合については、総会出席者の2分の 1以上の同意により

議題とすることができる。

2総会の議事は、定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、
可否同数のときは、議長の決するところによる。

3理事又は正会員が総会の目的である事項について提案した場合において、正会員の
全員が書面又は電磁的方法により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決す

る旨の総会の決議があったものとみなす。

第 27条 (表決権等)
各正会員の表決権は、平等なるものとする。

2やむを得ない理由のために総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事
項について書面又は電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表

決を委任することができる。

3前項の規定により表決した正会員は、前 2条及び次条第 1項の適用については、総
会に出席したものとみなす。

4総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わる
ことができない。

第28条 (議事録)
総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)日時及び場所

(2)正会員総数及び出席者数 (書面又は電磁的方法による表決者又は表決委任者がある

場合には、その数を付記すること。)

(3)審議事項
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(4)議事の経過の概要及び議決の結果

(5)議事録署名人の選任に関する事項

2議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人 2人以上が署名、
押印しなければならない。

3前 2項の規定にかかわらず、正会員全員が書面又は電磁的方法により同意の意思表
示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項

を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)総会の決議があったものとみなされた事項の内容

(2)前号の事項の提案をした者の氏名又は名称

(3)総会の決議があったものとみなされた日及び正会員総数

(4)議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

第6章  理 事 会

第29条 (構成)
理事会は、理事をもって構成する。

第30条 (機能)
理事会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。

(1)総会に付議すべき事項

(2)総会の議決した事項の執行に関する事項

(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

第31条 (開催)
理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1)理事長が必要と認めたとき。

(2)理事総数の 3分の 1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集

の請求があったとき。

(3)第 14条第4項第 5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

第 32条 (招集)
理事会は、理事長が招集する。

2理事長は、前条第 2号及び第 3号の規定による請求があったときは、その日から1
4日 以内に理事会を招集しなければならない。

3理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又
は電磁的方法により、開催の日の少なくとも7日前までに通知しなければならない。

第 33条 (議長)
理事会の議長は、理事長がこれにあたる。

第 34条 (定足数)
理事会は、理事総数の2分の 1以上の出席がなければ開会することができない。

第 35条 (議決)
理事会における議決事項は、第32条第 3項の規定によつてあらかじめ通知した事
項とする。

2理事会の議事は理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決する
ところによる。

第36条 (表決権等)
各理事の表決権は、平等なるものとする。
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2やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項
について書面をもって表決することができる。

3前項の規定により表決した理事は、前 2条及び次条第 1項の適用については、理事
会に出席したものとみなす。

4理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わる
ことができない。

第 37条 (餞事録)
理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)日 時及び場所

(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名 (書面表決者にあつては、その旨を付記するこ

と。)

(3)審議事項

(4)議事の経過の概要及び議決の結果

(5)議事録署名人の選任に関する事項

2議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人 2人以上が署名、
押印しなければならない。

第 7章  資産及び会計

第 38条 (資産の構成)
この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

(1)設立当初の財産目録に記載された資産

(2)入会金及び会費

(3)寄付金品

(4)財産から生じる収益

(5)事業に伴う収益

(6)その他の収益

第39条 (資産の管理)
この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が

別に定める。

第40条 (会計の原則)
この法人の会計は、次に掲げる原則に従って行うものとする。

(1)会計簿は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳すること。

(2)活動計算書、貸借対照表及び財産目録は、会計簿に基づいて活動に係る事業の実績

及び財政状態に関する真実な内容を明瞭に表示したものとすること。

(3)採用する会計処理の基準及び手続については、毎事業年度継続して適用し、みだり

にこれを変更しないこと。

第41条 (事業年度)
この法人の事業年度は、毎年4月 1日 に始まり翌年 3月 31日 に終わる。

第42条 (事業計画及び予算)
この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、総

会の議決を経なければならない。

第43条 (暫定予算)
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前条の規定に関わらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長

は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講

じることができる。
2前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。

第44条 (事業報告及び決算)
この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等決算に関する書類

は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議

決を経なければならない。

第8章  定款の変更、解散及び合併

第45条 (定款の変更)
この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の 3以上

の多数による議決を経、かつ、法第25条第 3項に規定する事項については、所轄
庁の認証を得なければならない。

2この法人の定款を変更 (前項の規定により所轄庁の認証を得なければならない事項
を除く。)したときは、所轄庁に届け出なければならない。

第46条 (解散)
この法人は、次に掲げる事由により解散する。

(1)総会の決議

(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

(3)正会員の欠亡

(4)合併

(5)破産手続開始の決定

(0所轄庁による設立の認証の取り消し
2前項第 1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の 3以上の
議決を経なければならない。

3第 1項第 2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

第47条 (残余財産の帰属)
この法人が解散 (合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残

存する財産は、法第11条第3項に規定する法人のうちから、理事会において選定
したものに帰属するものとする。

第48条 (合併)
この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の 3以上の議

決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
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第 9章  公告の方法

第49条 (公告の方法)
この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。

ただし、法第28条の2第 1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人の

ホームページにおいて行う。

第10章 雑   則

第50条 (細則)
この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定め

る。

附則

1こ の定款は、この法人の成立の日から施行する。

2この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。

理事長  斎藤栄一
副理事長  原田隆久
理事   水澤荘太郎
理事   塩田 要
理事   小川 洋子
監事   熊谷静子
3この法人の設立当初の役員の任期は、第 16条第 1項の規定に関わらず、成立の日か
ら平成 13年 6月 30日 までとする。
4この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第44条の規定に関わらず、設立総
会の定めるところによる。

5この法人の設立当初の事業年度は、第43条の規定に関わらず、成立の日から平成 1
3年 3月 31日 までとする。
6この法人の設立当初の正会員の人会金及び会費は、第 8条の規定に関わらず、次の額

とする。

正会員  入会金 10, 000円  年会費24,000円 (1月 2,000円 )

賛助会員 入会金 20, 000円 会費 1日 10,000円
以上
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書式第9号

1

令和 8年度  事 業 計 画 書
令和 8年 4月 1日 から令和 9年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 さかえ会

事業実施の方針
令和8年度につきましては、東京都中央区・新宿区・神奈川県横浜市を中心に次の事業を実施。
① 在宅医療の促進に関する事業として、在宅医療の説明会を開催し在宅医療の普及活動を展開。
② 障害者への療育及び生涯教育の事業として、障害者の生活記録であるマイ・ライフ・プックの
指導を実施。
③ 介護保険法に基づく居宅サービス・介護予防サービス・介護予防支援・居宅介護支援事業・
訪問看護ステーションで地域医療を推進し、広報拠点を中区に開設し
患者の居宅看護支援活動を広げる活動実施。
④ 障害者総合支援法に基づく相談支援事業実施
.事業の実施に関する事項
(1)特定非営利活動にかかわる事業

2

事業名 内 容 実 施
日 時

実 施
場 所

従事者
の人数

受益対象者
の範囲及び
人   数

支出額

(千円)

在宅医療の促
進に関する事
業

国の制度である在宅医療の
必要性を東京都・神奈川県
の各所で説明会を開き普及
促進を図る

R8年 4月 1日 ～
R9年 3月 31日

東京 都 中央
区・新宿区
横浜市のケア
プラザ・町内
会館等

2名

在宅医療に関
心のある不特
定多数の人

20人

100

在宅医療の促
進に関する事
業

横浜市の在宅医療の必要な
患者の
在宅医療・診療所のサポー
ト

R8年 4月 1日 ～
R9年 3月 31日

横浜市・在宅
医療患者宅・

介護業者・ケ
アマネ等

2名

高齢者・障害
者の在宅医療
の受診者
58人

100

障害者への療
育及び生涯教
育の事業

障害者の親の高齢化に対応
に関する勉強会の開催
マイ・ライフ・プック
(生活記録)の指導

R8年 4月 1日 ～
R9年3月 31日

東京 都 中央
区・新宿区新
苑あじさい工

房・横浜市の

地域作業所 。

グループホーム

2名

知的障害等の

ある人とその

保護者

24人

60

介護保険法に
基づく居宅サ
ービス・介護
予 防サ ー ビ
ス・介護予防
支援・居宅介
護支援事業

在宅医療受診患者の支援・

介護関連業者の連携強化の

支援を図る。
「たなごころ訪間看護ステ
ーション」

R8年 4月 1日 ～
R9年 3月 31日

横浜市の在宅
患者宅

介護施設等 18名

高齢者・障害
者の在宅医療
の受診者

85人

70, 151

介護保険法に

基づく居宅サ
ービス・介護
予 防サ ー ビ
ス・介護予防
支援・居宅介
謹支援皇菫_

横浜市の在宅医療の必要な
患者の家族の相談を受ける

「たなごころ訪間看護ステ
ー シ ョン」

R8年 4月 1日 ～

R9年 3月 31日

横浜市中区,

金沢区 2名

高齢者・障
害者家族

15人
300

障害者総合支
援法に基ずく

障害福祉サー

ビス事業、相
談支援事業及
び地域生活支
援事業

横浜市金沢区の障害者利用
計画作成 。相談支援活動

「たなごころ相談支援事業
所」

R8年 4月 1日 ～
R9年 3月 31日

横浜市の地域
作業所・グル
ープホーム

3名
障害等のある
人とその保護
者

50人

783



(2)その他の事業

事業名 事 業 内 容 施

時

実

日

施

所

実

場
従事者
の人数

支出額
(千円)



書式第9号

令和 9年度  事 業 計 画 書
令和 9年 4月 1日から令和 10年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 さかえ会

事業実施の方針
令和9年度につきましては、東京都中央区・新宿区・神奈川県横浜市を中心に次の事業を実施。
① 在宅医療の促進に関する事業として、在宅医療の説明会を開催し在宅医療の普及活動を展開。
② 障害者への療育及び生涯教育の事業として、障害者の生活記録であるマイ・ライフ・ブックの
指導を実施。
③ 介護保険法に基づく居宅サービス・介護予防サービス・介護予防支援・居宅介護支援事業・
訪問看護ステーションで地域医療を推進し、広報拠点を中区に開設し
患者の居宅看護支援活動を広げる活動実施。
④ 障害者総合支援法に基ずく相談支援事業実施
2.事業の実施に関する事項
(1)特定非営利活動にかかわる事業

1

事業名 内 容 実 施
日 時

実 施
場 所

従事者
の人数

受益対象者
の範囲及び
人   数

支出額
(千円)

在宅医療の促
進に関する事
業

国の制度である在宅医療の
必要性を東京都・神奈川県
の各所で説明会を開き普及
促進を図る

R9年 4月 1日 ～
R10年 3月 31日

東京都 中央
区 。新宿区
横浜市のケア
プラザ・町内
会館等

2名

在宅医療に関
心のある不特
定多数の人

20人

100

在宅医療の促
進に関する事
業

横浜市の在宅医療の必要な
患者の

在宅医療・診療所のサポー

ト

R9年 4月 1日 ～
R10年 3月 31日

横浜市・在宅
医療患者宅・

介護業者・ケ
アマネ等

2名

高齢者・障害
者の在宅医療
の受診者
58人

100

へ の

及び生涯
の事業

障害者の親の高齢化に対応
に関する勉強会の開催
マイ・ライフ・ プック
(生活記録)の指導

R9年 4月 1日 ～
R10年 3月 31日

東 京都 中央
区・新宿区新
苑あじさい工
房・横浜市の

地域作業所 。

グループホーム

2名

知的障害等の

ある人とその

保護者

24人

60

介護保険法に
基づく居宅サ
ービス・介護
予 防サ ー ビ
ス・介護予防
支援・居宅介
護支援事業

在宅医療受診患者の支援・

介護関連業者の連携強化の

支援を図る。
「たなごころ訪問看護ステ
ー シ ョン」

9年4月 1日
10年 3月 31日

横浜市の在宅
患者宅

介護施設等

18名

高齢者・障害
者の在宅医療
の受診者

85人

71,885

介護保険法に
基づく居宅サ
ービス・介護
予 防サ ー ビ
ス・介護予防
支援・居宅介

謹支援皇業_

浜市の在宅医療の必要
者の家族の相談を受ける

「たなごころ訪問看護ステ
シ ョン」

9年 4月 1日

10年 3月 31日

横浜市中区,

金沢区 2名

高齢者・障
害者家族

15人
300

総

法に基ずく
害福祉サ
ビス事業、相
支援事業
地域生活

浜市金沢区の 利用

画作成 。相談支援活動

「たなごころ相談支援事
」

R9年 4月 1日 ～
R10年 3月 31日

横浜市の地域
作業所・グル
ープホーム

3名

障害等のある
人とその保護
者

80人
984



(2)その他の事業

事業名 事 業 内 容 施
時

実

日

実

場

施

所
従事者
の人数

支出額
(千円)



書式第 13号 (法第 28条関係)

令和 8年度 活動予算書 (その他事業がない場合)
事 業 予 算 用

特定非営利活動法人 さかえ会

科 目
合計

・金

育
一計

姜
・Ｈ

者
一′
離
額

地域医療

金  額  小計・合計
相談支援

蜃 ~額¬
~ボ
評・合滸 合 計金 額

合 計

60000

`OO00

60. 000

99.600000

99,00000
1000.000

1 000 000

100.600.000

131300431 S00

2.300

0

42,.000

101.091.300100.031.300 1. 000. 000

【A】 経 常 収 益

建 常 収 益 :| 00000

66.794. 000OO OOO

10000

65.980.000

15.600000
380.000

754, 000

29400

5.000

20.000

1.400

3 000

4.200400

3.000

700 000

270. O00

120. 000

00 000

4. 171. 000

1`ili

1  783.400 70.994.400う0000 70.151000

15.910.000

0

0'40000
,30.000

0

840.000

11.500.000

15.910.00

0

13 661.70

|

000.000

180 000

700 000

590. 000

0

261. 000

110.000

50 000

0

039.000

141.000

416.000

111 000

200. 000

17 000

232.000

29.,00

13631700

1

30.。。。
|

14000

16 000

29571.7002'.541.700 30.000

1006¨ .10099.692.700 813. 400

【3】 建 常 費 用

経 常 費 用 計 00000
136600 525.200

'33.600
当 期 経 常 増 減 額 【A】 ―【B】 ― :0
【C】 経 常 外 収 益

経 常 外 収 益 計

rD】 経 常 外 贅 用

絡 常 外 費 用 計

当 期 経 常 外 増 凛 蜃 【C】 一【D】 ∵ ~②

経 理 区 分 振 櫻 額 ●

300338. 600 186. 600

144.500法人税.イ l:民税及び

`業
税

前期練越正味財産額 ・・

弓|
正 味 財 産 増 減 額

受取利息

受取配 当金

雑収入

750000
4.000

0

O

0

(1)

給料手 当

福利厚生費

会議費

旅費交通費

事務用品費

諸会費

修結贅

業務委託料

消耗品質

水道光熱費

通信運搬費

地代家贅

旅費交通費

減価償却費

章面費

交燎費

交際費 (非 )

保険‖

礼金更新手数料

支払手数料

和税公躁

広告宣伝査

仲介手数料

支払利息

役員報酬

総,手 当
従来員賞与

退職給付費用

福利厚 生費

中退共掛金

0

0

過年度損益修■●

ほ 戴 T"u産

|

『 ==三
二三二三

L______
一　

一

一　

一

一　

一

一　

一

一

一
|

ヒ___

L______

一　

一

一　

一

一　

一

一　

一

一　

一

一　

一

一　

一

一　

一

一　

一

三



書式第 13号 (法第 28条関係)

令和9年度 活動予算書 (その他事業がない場合)
特定 人 さかえ会

科 目
金 讚 小計・合計

障害者姜育 ヽ域医療

金  額   4ヽ計 拾 計
相談支援

金  額  小

“

・合計
一金 額  小計・合針

合計

60000
.  60.000 0 0 ,0000

1010

0

1 1.50α 000

1500.0001

105.,00.000104.400.000

104 400 000

432 900482.900
|

2.400.

5001

430.0001

|. 500. 000 10,.3,2.900

【A

経 常 収 益 計 60.000 ,04832.900

904.700 08.250?0060.000

60 000

07286000
66.900.000

381 000

4 679. 000

30000
1 000 000

300 0001

150 000

9, 000

4599000

20. 000.

80.000

10.000

40 000

10.000

20.000

72.92970000000 1 71.385.000 ,84.700

1590950

0

0,

3. 240. 000

327. 0001

0

840. 000‐

11. 502. 0001

1 15.909.000
500

0

500

O00

000

000

0001

0

000.

000

000

0

000

000

000

000

000.

000

000

700

13 674.

l.!29

188.

1.700

4. 590.

1.201.

さ14.

40.

039.

141

416.

166

112.

1,

232.

2'.

45.000
|

20. 000

2'.000

13.719.7001

45. 500 29.029.20029.500,700

101468.700 1 030. 200

〔B 常 用

|

1経 常 費 用 計 60. 000

゛′当 期 経 常 増 減 額 :A】 ― 【B】 3.364.200 469.800

【C

経 常 外 収 益 計

【D 月

経 常 外 費 用 計

②当 期 経 常 外 増 減 額 〔C】 ― 【D】 ]

露 理 区 分 振 首 額
3.8340003.304.200 469.800

_す .キ .

「
||

住民税及び事業税

止沐

弓1 前  当 期

期 繰 越 正

正 味 財 産 増 減 頸

味 財 産 額 871266

1事 業 予 算 用 |

0

正会員受取会賓

1,X"i

受取利息

受取配当金

(1)人件贅
給料手当

福利厚生費

(2)そ の他鑑貴
会議費

旅費交通費

事務用品費

議会賣

修緒賣

業務委託料
|,― ス料

(1)人 件贅
役員報酬

給料手当

従業員賞 与

退腱給付費用

福利厚生賣

中退共掛金

法定福利費

(2)そ の他経費
消耗品贅

水道光熱費

通信運搬費

地代家■

旅費交通費

減価償却費

車両贅

交際費

交薇費 (非 )

保険料

礼金更新手数料

支払手数料

t税公課
広告宣伝賣

仲介手数料

支払利息

保こ料

過年度損益修 l「 益

144`0

一　

一

一　

一

一　

一

一　

一

一　

一

一　

一

一　

一

一　

一

一　

一

一

一

「

~~~~~~~~
~~~~「 ~~~

______L_____
|雷 1

______劃 L___

一Ю一∝一螂
一
犯
一
Ｈ

3.831.000

一　

一

一　

一

一　

一

一　

一

一　

一

一　

一

一　

一

一　

一

一　

一

一

一 一　

一一

「

~~~~~




